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【文献番号】 ２５５９２２９７

【文献種別】 判決／東京地方裁判所（第一審）

【裁判年月日】 令和　４年　５月１６日

【事件番号】 令和３年（ワ）第７０３９号

【事件名】 国家賠償請求事件

【事案の概要】 東京都知事は、新型コロナウイルス感染症のまん延防止対策としての緊急事態宣
言期間中であった令和３年３月１８日、都内で経営する飲食店において、被告が
行った営業時間短縮の要請に応じなかった原告に対し、新型インフルエンザ等対
策特別措置法（特措法）４５条３項に基づき、原告の施設（店舗）を午後８時か
ら翌日午前５時までの間の営業のために使用することを停止する旨の命令を発出
したことに対し、原告が、上記要請に応じない正当な理由があったこと、上記命
令の発出は特に必要があったと認められないことなどの理由で、同命令は違法で
あり、また、特措法及び同命令は営業の自由、表現の自由等の基本的人権を侵害
するなどの理由で違憲であるところ、同命令に従い営業時間を短縮したために売
上高が減少し、営業損害を被ったと主張して、国家賠償法１条１項に基づき、被
告に対し、上記損害の一部である１０４円の支払を求めた事案で、特措法４５条
３項の原告に対する命令（本件命令）は、特措法４５条３項の「特に必要がある
と認めるとき」の要件に該当せず違法であるが、都知事が本件命令を発出するに
当たり過失があるとまではいえず、職務上の注意義務に違反したとは認められな
いとし、特措法及び本件命令の違憲性については、特措法４５条２項及び３項所
定の規制は、同法の目的に照らして不合理な手段であるとはいえないから、これ
ら各条項が原告の営業の自由を侵害し、法令違憲であるとは認められず、また、
本件命令は原告の表現の自由に対する過度な干渉として憲法２１条１項に違反す
ると認めることはできないとして、原告の請求を棄却した事例。

【裁判結果】 棄却

【上訴等】 確定（原告控訴後、取下げ）

【裁判官】 松田典浩　澤田順子　成岡勇哉

【掲載文献】 裁判所ウェブサイト

【引用判例】　（当判例が引用している判例等）

最高裁判所大法廷　昭和４３年（行ツ）第１２０号

昭和５０年　４月３０日

最高裁判所第三小法廷　昭和６３年（行ツ）第４１号

平成　３年　７月　９日

最高裁判所第一小法廷　平成１４年（受）第６８７号

平成１６年　１月１５日
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